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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
様式－7 

要求事項との対比表（ＤＢ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

（反応度制御系統及び原子炉

停止系統） 

 

 

 

第三十六条 発電用原子炉施設

には、反応度制御系統を施設し

なければならない。① 

 

２ 反応度制御系統は、二つ以

上の独立した制御棒、液体制御

材その他の反応度を制御する

系統を有するものであり、か

つ、計画的な出力変化に伴う反

応度変化を燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく制御

できる能力を有するものでな

ければならない。② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設には，制御

棒の挿入位置を調節すること

によって反応度を制御する制

御棒及び制御棒駆動系，再循環

流量を調整することによって

反応度を制御する原子炉再循

環流量制御系の独立した原理

の異なる反応度制御系統を施

設し，計画的な出力変化に伴う

反応度変化を燃料要素の許容

損傷限界を超えることなく制

御できる能力を有する設計と

する。 

 

 

原子炉再循環流量制御系は，

原子炉再循環ポンプ速度を調

整することにより，原子炉出力

を制御できる設計とする。 

 

 

また，タービントリップ又は

発電機負荷遮断直後の原子炉

出力を抑制するため，主蒸気止

め弁閉止又は蒸気加減弁急速

閉止の信号により，原子炉再循

環ポンプ2台が同時にトリップ

する機能を設ける設計とする。 

 

 

 

発電用原子炉施設には，制御

棒の挿入位置を調節すること

によって反応度を制御する制

御棒及び制御棒駆動系，再循環

流量を調整することによって

反応度を制御する原子炉再循

環流量制御系の独立した原理

の異なる反応度制御系統を施

設し，計画的な出力変化に伴う

反応度変化を燃料要素の許容

損傷限界を超えることなく制

御できる能力を有する設計と

する。 

①-1，②-1【36 条 1】 

 

原子炉再循環流量制御系は，

原子炉再循環ポンプ速度を調

整することにより，原子炉出力

を制御できる設計とする。 

②-2【36条2】 

 

また，タービントリップ又は

発電機負荷遮断直後の原子炉

出力を抑制するため，主蒸気止

め弁閉止又は蒸気加減弁急速

閉止の信号により，原子炉再循

環ポンプ2台が同時にトリップ

する機能を設ける設計とする。 

②-3【36条 3】 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般

構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，

(1)耐震構造，(2)耐津波構造に

加え，以下の基本的方針のもと

に安全設計を行う。 

ａ．設計基準対象施設 

 

(t) 反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

反応度制御系統（原子炉停止

系統を含み，安全施設に係るも

のに限る。以下，本項において

同じ。）は，制御棒の位置を制

御することによって反応度を

制御する制御棒駆動系と中性

子吸収材を注入することによ

って反応度を制御するほう酸

水注入系の原理の異なる二つ

の系統を設ける。 

□1  (①-1，②-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

（反応度制御系統及び原子炉

停止系統） 

第二十五条 条文省略 

 

適合のための設計方針 

１ について 

反応度制御系（原子炉停止系

を含む。）は，制御棒の挿入度

を調節することによって反応

度を制御する制御棒及び制御

棒駆動系と再循環流量を調整

することによって反応度を制

御する再循環流量制御系①-1，

制御棒を緊急挿入する原子炉

停止（スクラム）系◇1  (⑤-2)

並びに中性子吸収材を注入し

て反応度を制御するほう酸水

注入系からなる。◇4  (③-3) 

 

２ について 

反応度制御系（原子炉停止系

を含む。）のうち，制御棒及び

制御棒駆動系は，負荷変動，キ

セノン濃度変化，高温から低温

までの温度変化，燃料の燃焼に

よって生じる反応度変化及び

発電用原子炉の出力分布の調

整をする。◇2  

また，再循環流量制御系は，

主としてある限られた範囲内

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子

炉停止系統共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1引用元：P2 

 

計測制御系統施設 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

 

 

②-2引用元：P14 

 

計測制御系統施設 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

 

 

 

 

 

②-3引用元：P20 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

３ 原子炉停止系統は、次の能

力を有するものでなければな

らない。 

一 通常運転時の高温状態に

おいて、二つ以上の独立した系

統がそれぞれ発電用原子炉を

未臨界に移行し、及び未臨界を

維持できるものであり、かつ、

運転時の異常な過渡変化時の

高温状態においても原子炉停

止系統のうち少なくとも一つ

は、燃料要素の許容損傷限界を

超えることなく発電用原子炉

を未臨界に移行し、及び未臨界

を維持できること。 

この場合において、非常用炉心

冷却設備その他の発電用原子

炉施設の安全性を損なうおそ

れがある場合に作動する設備

の作動に伴って注入される液

体制御材による反応度価値を

加えることができる。③ 

 

 

（解釈） 

１ 第３項第１号に規定する

「発電用原子炉を未臨界に移

行し、及び未臨界を維持でき

る」とは、キセノン崩壊により

 

 

 

 

通常運転時の高温状態にお

いて，独立した原子炉停止系統

である制御棒及び制御棒駆動

系による制御棒の炉心への挿

入並びにほう酸水注入系によ

る炉心へのほう酸注入は，それ

ぞれ発電用原子炉を未臨界に

移行でき，かつ，維持できる設

計とする。 

運転時の異常な過渡変化時

の高温状態においても，制御棒

及び制御棒駆動系による制御

棒の炉心への挿入により，燃料

要素の許容損傷限界を超える

ことなく発電用原子炉を未臨

界に移行でき，かつ，維持でき

る設計とする。 

 

 

 

ほう酸水注入系は，制御棒挿

入による原子炉停止が不能に

なった場合，手動で中性子を吸

収するほう酸水（五ほう酸ナト

リウム溶液）を炉心に注入する

設備であり，単独で定格出力運

転中の発電用原子炉を高温状

態及び低温状態において十分

未臨界に維持できるだけの反

 

 

 

 

通常運転時の高温状態にお

いて，独立した原子炉停止系統

である制御棒及び制御棒駆動

系による制御棒の炉心への挿

入並びにほう酸水注入系によ

る炉心へのほう酸注入は，それ

ぞれ発電用原子炉を未臨界に

移行でき，かつ，維持できる設

計とする。 

運転時の異常な過渡変化時

の高温状態においても，制御棒

及び制御棒駆動系による制御

棒の炉心への挿入により，燃料

要素の許容損傷限界を超える

ことなく発電用原子炉を未臨

界に移行でき，かつ，維持でき

る設計とする。③-1，③-2，

③-3，③-4【36 条 4】 

 

 

ほう酸水注入系は，制御棒挿

入による原子炉停止が不能に

なった場合，手動で中性子を吸

収するほう酸水（五ほう酸ナト

リウム溶液）を炉心に注入する

設備であり，単独で定格出力運

転中の発電用原子炉を高温状

態及び低温状態において十分

未臨界に維持できるだけの反

 

 

 

 

反応度制御系統は，通常運転

時の高温状態において，二つの

独立した系統がそれぞれ発電

用原子炉を未臨界に移行し，及

び未臨界を維持できるもので

あり，かつ，運転時の異常な過

渡変化時の高温状態において

も反応度制御系統のうち少な

くとも一つは，燃料要素の許容

損傷限界を超えることなく発

電用原子炉を未臨界に移行し，

及び未臨界を維持できる設計

とする。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での負荷変動等によって生じ

る反応度変化を調整する。◇4  

(②-2) 

反応度制御系（原子炉停止系

を含む。）のうち，制御棒及び

制御棒駆動系と再循環流量制

御系があいまって所要の運転

状態に維持し得る設計とし，◇1  

(①-1)計画的な出力変化に伴

う反応度変化を燃料要素の許

容損傷限界を超えることなく

制御できる能力を有する設計

とする。②-1さらに，反応度制

御系（原子炉停止系を含む。）

は，以下の能力を有する設計と

する。 

 

２ 一 について 

反応度制御系（原子炉停止系を

含む。）としては，原理の全く

異なる二つの独立の系である

制御棒及び制御棒駆動系◇1  

(③-2)並びにほう酸水注入系

を設ける。◇4  (③-3) 

 

２ 二及び三 について 

反応度制御系（原子炉停止系

を含む。）に含まれる独立した

系の一つである制御棒及び制

御棒駆動系の反応度制御は次

のような性能を持つ設計とす

る。 

反応度制御能力約 0.18Δk（最

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子

炉停止系統共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2引用元：P12 

③-3引用元：P13 

③-4引用元：P12 

 

計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

 

③-3引用元：P13 

3

javascript:openDocument('101000542QRU1lK0C8B5C7~29');


 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

反応度が添加されるまでの期

間、未臨界を維持できること。

キセノン崩壊により反応度が

添加された以降の長期的な未

臨界の維持は、他の原子炉停止

系統（ほう酸注入系）、原子炉

の停止能力を備えた原子炉停

止系統以外の系統（非常用炉心

冷却設備）の作動を含むことが

できる。③ 

 

二 通常運転時及び運転時の

異常な過渡変化時における低

温状態において、少なくとも一

つは、発電用原子炉を未臨界に

移行し、及び未臨界を維持でき

ること。④ 

（解釈） 

２ 第３項第２号に規定する

「通常運転時及び運転時の異

常な過渡変化時における低温

状態において、発電用原子炉を

未臨界に移行し、及び未臨界を

維持できる」とは、高温臨界未

満の状態からキセノン崩壊及

び一次冷却材温度変化による

反応度添加を補償しつつ原子

炉を低温状態で未臨界に移行

して維持できること。④ 

 

 

 

 

応度効果を持つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒及び制御棒駆動系は，

通常運転時及び運転時の異常

な過渡変化時における低温状

態において，キセノン崩壊によ

る反応度添加及び高温状態か

ら低温状態までの反応度添加

を制御し，低温状態で炉心を未

臨界に移行して維持できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応度効果を持つ設計とする。 

③-3，③-5，③-6，【36 条 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒及び制御棒駆動系は，

通常運転時及び運転時の異常

な過渡変化時における低温状

態において，キセノン崩壊によ

る反応度添加及び高温状態か

ら低温状態までの反応度添加

を制御し，低温状態で炉心を未

臨界に移行して維持できる設

計とする。 

④-1，④-2【36 条 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常運転時及び運転時の異

常な過渡変化時における低温

状態において，反応度制御系統

のうち少なくとも一つは，発電

用原子炉を未臨界に移行し，及

び未臨界を維持できる設計と

する。④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大過剰増倍率約 0.14Δk の場

合）◇3  約 0.18Δk 

スクラム時挿入時間（全炉心平

均） 

全ストロークの 75％挿入まで

1.62秒以下（定格圧力時）◇3  

この性能は，炉心特性とあいま

って通常運転時及び運転時の

異常な過渡変化時においても，

燃料要素の許容設計限界を超

えることなく，発電用原子炉を

臨界未満にでき，かつ，維持で

きるものである。◇4  (③-1) 

 

発電用原子炉は，低温状態に

おいて反応度が最も高くなり，

その状態における発電用原子

炉の過剰増倍率は約0.14Δk以

下である。これに対し，制御棒

による反応度制御能力は約

0.18Δkの性能を有し，低温状

態において発電用原子炉を十

分臨界未満にでき，かつ，維持

できるものである。したがっ

て，高温停止を対象とする場合

は，更に余裕を持って臨界未満

に維持できる。◇3  

ほう酸水注入系は，単独で定

格出力運転中の発電用原子炉

を高温状態及び低温状態にお

いて十分臨界未満に維持でき

るだけの反応度効果を持つよ

うに設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-5引用元：P18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

④-2引用元：P12 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

三 一次冷却材喪失その他の

設計基準事故時において、少な

くとも一つは、発電用原子炉を

未臨界へ移行することができ、

かつ、少なくとも一つは、発電

用原子炉を未臨界に維持でき

ること。この場合において、非

常用炉心冷却設備その他の発

電用原子炉施設の安全性を損

なうおそれがある場合に作動

する設備の作動に伴って注入

される液体制御材による反応

度価値を加えることができる。

⑤ 

 

 

 

 

 

 

四 制御棒を用いる場合にあっ

ては、反応度価値の最も大きな

制御棒一本が固着した場合に

おいても前三号までの規定に

適合すること。⑥ 

 

（解釈） 

３ 第３項第４号に規定する

「制御棒１本が固着した場合」

とは、制御棒１本が、完全に炉

 

 

 

設置（変更）許可を受けた原

子炉冷却材喪失その他の設計

基準事故時の評価において，制

御棒及び制御棒駆動系は，原子

炉非常停止信号によって，水圧

制御ユニットアキュムレータ

の圧力により制御棒を緊急挿

入できる設計とするとともに，

制御棒が確実に挿入され，炉心

を未臨界に移行でき，かつ，そ

れを維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒は，最大の反応度価値

を持つ制御棒１本が完全に炉

心の外に引き抜かれていて，そ

の他の制御棒が全挿入の場合，

高温状態及び低温状態におい

て常に炉心を未臨界に移行で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設置（変更）許可を受けた原

子炉冷却材喪失その他の設計

基準事故時の評価において，制

御棒及び制御棒駆動系は，原子

炉非常停止信号によって，水圧

制御ユニットアキュムレータ

の圧力により制御棒を緊急挿

入できる設計とするとともに，

制御棒が確実に挿入され，炉心

を未臨界に移行でき，かつ，そ

れを維持できる設計とする。 

⑤-1，⑤-2，⑤-3，⑤-4，⑤-5

【36 条 7】 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒は，最大の反応度価値

を持つ制御棒 1本が完全に炉心

の外に引き抜かれていて，その

他の制御棒が全挿入の場合，高

温状態及び低温状態において

常に炉心を未臨界に移行でき

る設計とする。 

⑥-1【36 条 8】 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材喪失その他の

設計基準事故時において，⑤-1

反応度制御系統のうち少なく

とも一つは，発電用原子炉を未

臨界へ移行することができ，か

つ，少なくとも一つは，発電用

原子炉を未臨界に維持できる

設計とする。⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，制御棒は，反応度価値

の最も大きな制御棒１本が固

着した場合においても上記を

満足する設計とする。 

□1  (⑥-1) 

 

 

 

 

 

③-6 

 

 

２ 四 について 

反応度制御系（原子炉停止系

を含む。）に含まれる独立した

系の一つである制御棒及び制

御棒駆動系は，原子炉スクラム

信号により，水圧制御ユニット

のアキュムレータの圧力によ

り制御棒を緊急挿入できる設

計とする。⑤-3水圧制御ユニッ

トは，個々の制御棒に対し各々

の独立性を持たせる。 

◇3  

また，制御棒及び制御棒駆動

系は原子炉再循環配管破断等

の事故状態においても，制御棒

が確実に挿入され，炉心を臨界

未満にでき，かつ，それを維持

できる設計とする。⑤-4 

 

２ 五 について 

最大の反応度価値を持つ制

御棒１本が完全に炉心の外に

引き抜かれていて，その他の制

御棒が全挿入の場合，高温状態

及び低温状態において常に炉

心を臨界未満にできる設計と

する。 

⑥-1 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子

炉停止系統共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2引用元：P12 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

心の外に引き抜かれ、挿入でき

ないことをいう。 

なお、ＡＢＷＲにあっては、同

一の水圧制御ユニットに属す

る制御棒１組又は１本の固着

を考慮すること。また、固着時

にあっても第３項１号から３

号の要求事項が満たされる必

要がある。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 制御棒の最大反応度価値

及び反応度添加率は、想定され

る反応度投入事象（発電用原子

炉に反応度が異常に投入され

る事象をいう。）に対して原子

炉冷却材圧力バウンダリを破

損せず、かつ、炉心の冷却機能

を損なうような炉心、炉心支持

構造物及び原子炉圧力容器内

部構造物の損壊を起こさない

ものでなければならない。⑦ 

 

（解釈） 

４ 第４項の規定は、設置（変

 

また，発電用原子炉の運転中

に，完全に挿入されている制御

棒を除く，他のいずれかの制御

棒が動作不能となった場合は，

動作可能な制御棒のうち最大

反応度価値を有する制御棒１

本が完全に炉心の外に引き抜

かれた状態でも，他のすべての

動作可能な制御棒により，高温

状態及び低温状態において炉

心を未臨界に保持できること

を評価確認し，確認できない場

合には，発電用原子炉を停止す

るように保安規定に定めて管

理する。 

 

 

 

反応度が大きく，かつ急激に

投入される事象による影響を

小さくするため，制御棒の落下

速度を設置（変更）許可を受け

た「制御棒落下」の評価で想定

した落下速度以下に制御棒落

下速度リミッタの効果により

制限することで，反応度添加率

を抑制する。 

 

 

 

 

また，「原子炉起動時におけ

 

また，発電用原子炉の運転中

に，完全に挿入されている制御

棒を除く，他のいずれかの制御

棒が動作不能となった場合は，

動作可能な制御棒のうち最大

反応度価値を有する制御棒 1本

が完全に炉心の外に引き抜か

れた状態でも，他のすべての動

作可能な制御棒により，高温状

態及び低温状態において炉心

を未臨界に保持できることを

評価確認し，確認できない場合

には，発電用原子炉を停止する

ように保安規定に定めて管理

する。 

⑥-2【36 条 9】 

 

 

反応度が大きく，かつ急激に

投入される事象による影響を

小さくするため，制御棒の落下

速度を設置（変更）許可を受け

た「制御棒落下」の評価で想定

した落下速度以下に制御棒落

下速度リミッタの効果により

制限することで，反応度添加率

を抑制する。 

⑦-1，⑦-2，⑦-3，⑦-4，⑦-5，

⑦-6【36 条 10】 

 

 

また，「原子炉起動時におけ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電用原子炉の運転中

に，完全に挿入されている制御

棒を除く，他のいずれかの制御

棒が動作不能となった場合は，

動作可能な制御棒のうち最大

反応度価値を有する制御棒１

本が完全に炉心の外に引き抜

かれた状態でも，他のすべての

動作可能な制御棒により，高温

状態及び低温状態において炉

心を臨界未満に保持できるこ

とを評価確認する。 

この確認ができない場合に

は，発電用原子炉を停止するよ

うに⑥-2運転管理手順を定め

る。 

 

３ について 

反応度が大きく，かつ急激に

投入される⑦-1事象として制

御棒落下⑦-4及び原子炉起動

時における制御棒の異常な引

き抜き⑦-7がある。 

これらの事象による影響を

小さくするため，⑦-2零出力な

いし低出力においては，運転員

の制御棒引抜操作を規制する

補助機能として，制御棒価値ミ

ニマイザを設け，これによって

引き抜く制御棒の最大反応度

価値を0.013Δk以下（９×９燃

料が装荷され，ＭＯＸ燃料が装

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・要求に対する事項を運用で担

保する必要がある基本設計方

針について，保安規定に定めて

管理する旨を記載。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

⑦-3引用元：P17 

⑦-5引用元：P20 

 

 

計測制御系統施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

更）許可申請書における「制御

棒飛び出し（ＰＷＲ）」、「制御

棒落下（ＢＷＲ）」の評価で想

定した下記の内容を確認する

ことにより確認できる。⑦ 

【ＢＷＲ】 

・制御棒引抜手順が定められて

いること 

・定められた制御棒引抜手順に

沿った操作が行われているこ

とを制御棒価値ミニマイザ又

はそれに替わる運用管理によ

って確認できること 

・制御棒落下速度を制限する装

置⑦ 

【ＰＷＲ】 

・制御棒挿入限界  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る制御棒の異常な引き抜き」の

評価で想定した制御棒引抜速

度以下に制限することで，反応

度添加率を抑制するとともに，

零出力ないし低出力において

は，運転員の制御棒引抜操作を

制限する補助機能として，制御

棒価値ミニマイザを設けるこ

とで，引き抜く制御棒の最大反

応度価値を制限する。 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに，中性子束高による原

子炉非常停止信号を設ける設

計とする。 

 

 

 

これらにより，想定される反

応度投入事象発生時に燃料の

最大エンタルピや原子炉圧力

の上昇を低く抑え，原子炉冷却

材圧力バウンダリを破損せず，

かつ，炉心の冷却機能を損なう

ような炉心，炉心支持構造物及

び原子炉圧力容器内部構造物

の破損を生じさせない設計と

する。 

る制御棒の異常な引き抜き」の

評価で想定した制御棒引抜速

度以下に制限することで，反応

度添加率を抑制するとともに，

零出力ないし低出力において

は，運転員の制御棒引抜操作を

制限する補助機能として，制御

棒価値ミニマイザを設けるこ

とで，引き抜く制御棒の最大反

応度価値を制限する。 

⑦-7，⑦-8，⑦-9【36 条 11】 

 

 

 

 

 

 

 さらに，中性子束高による原

子炉非常停止信号を設ける設

計とする。 

⑦-10【36 条 12】 

 

 

これらにより，想定される反

応度投入事象発生時に燃料の

最大エンタルピや原子炉圧力

の上昇を低く抑え，原子炉冷却

材圧力バウンダリを破損せず，

かつ，炉心の冷却機能を損なう

ような炉心，炉心支持構造物及

び原子炉圧力容器内部構造物

の破損を生じさせない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒の最大反応度価値及

び反応度添加率は，想定される

反応度投入事象に対して，原子

炉冷却材圧力バウンダリを破

損せず，かつ，炉心の冷却機能

を損なうような炉心，炉心支持

構造物及び原子炉圧力容器内

部構造物の⑦-12 損壊を起こさ

ない設計とする。 

□1  (⑦-11) 

荷されるまでのサイクル）又は

0.010Δk以下（ＭＯＸ燃料が装

荷されたサイクル以降）となる

ように制限する。⑦-9また反応

度添加率を抑⑦-6えるため，制

御棒落下に対しては，落下時の

制御棒の速度を0.95m/s以下に

抑えるために制御棒に落下速

度リミッタを設け，原子炉起動

時における制御棒の異常な引

き抜きに対しては，制御棒引抜

速度を9.1cm/s以下⑦-8に抑え

る設計とする。◇3  

 

 

 

 

さらに，中性子束高による原

子炉スクラム信号を設ける。 

⑦-10 

 

 

 

以上の設計を行うことによ

り，反応度投入事象発生時に燃

料の最大エンタルピや原子炉

圧力の上昇を低く抑え，原子炉

冷却材圧力バウンダリを破損

せず，また，炉心冷却を損なう

ような炉心，炉心支持構造物及

び原子炉圧力容器内部構造物

の◇4  (⑦-12)破損を生じるこ

とがないようにする。⑦-11 

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 制御棒、液体制御材その他

の反応度を制御する設備は、通

常運転時における圧力、温度及

び放射線に起因する最も厳し

い条件において、必要な物理的

及び化学的性質を保持するも

のでなければならない。⑧ 

 

（解釈） 

５ 第５項の規定する「必要な

物理的及び化学的性質」とは、

物理的性質については耐放射

線性、寸法安定性、耐熱性、核

性質をいい、化学的性質につい

ては耐食性、化学的安定性をい

う。⑧ 

 

 

 

 

 

 

なお，制御棒引抜手順につい

ては，保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒及びほう酸水は，通常

運転時における圧力，温度及び

放射線に起因する最も厳しい

条件において，必要な耐放射線

性，寸法安定性，耐熱性，核性

質，耐食性及び化学的安定性を

保持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-11，⑦-12【36 条 13】 

 

 

 

 

 

なお，制御棒引抜手順につい

ては，保安規定に定めて管理す

る。 

⑦【36 条 14】 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒及びほう酸水は，通常

運転時における圧力，温度及び

放射線に起因する最も厳しい

条件において，必要な耐放射線

性，寸法安定性，耐熱性，核性

質，耐食性及び化学的安定性を

保持する設計とする。 

⑧-1，⑧-2【36 条 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒，液体制御材その他の

反応度を制御する設備は，通常

運転時における圧力，温度及び

放射線に起因する最も厳しい

条件において，必要な物理的及

び化学的性質を保持できる設

計とする。⑧-1 

 

 

 

 

 

ハ  原子炉本体の構造及び設

備 

 

原子炉本体は，燃料集合体，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ について 

制御棒，中性子吸収材その他

の反応度を制御する設備は，通

常運転時における圧力，温度及

び放射線に起因する最も厳し

い条件において，必要な◇4  

(⑧-1)耐放射線性，寸法安定

性，耐熱性，核性質，耐食性及

び化学的安定性を保持する設

計とする。⑧-2 

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.1 原子炉制御系 

6.1.1 原子炉制御系 

6.1.1.4 主要設備 

6.1.1.4.1 原子炉出力制御系 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・要求に対する事項を運用で担

保する必要がある基本設計方

針について，保安規定に定めて

管理する旨を記載。 

・差異なし。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子

炉停止系統共通 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

制御棒は，十字形に組み合わ

せたステンレス鋼製のＵ字形

シースの中に中性子吸収材を

納めたものであり，各制御棒は

４体の燃料体の中央に，炉心全

体にわたって一様に配置する

設計とする。 

制御捧の駆動は，ピストン上

部又は下部に駆動水を供給す

ることにより，原子炉圧力容器

底部から行う設計とする。 

通常駆動時は，駆動水ポンプ

により加圧された駆動水で駆

動し，スクラム時及び選択制御

棒挿入時の駆動源は，各々の制

御棒駆動機構ごとに設ける水

圧制御ユニットのアキュムレ

ータの高圧窒素により加圧さ

れた駆動水を供給することで

制御棒を駆動する設計とする。 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

制御棒は，十字形に組み合わ

せたステンレス鋼製のＵ字形

シースの中に中性子吸収材を

納めたものであり，各制御棒は

4 体の燃料体の中央に，炉心全

体にわたって一様に配置する

設計とする。 

制御捧の駆動は，ピストン上

部又は下部に駆動水を供給す

ることにより，原子炉圧力容器

底部から行う設計とする。 

通常駆動時は，駆動水ポンプ

により加圧された駆動水で駆

動し，スクラム時及び選択制御

棒挿入時の駆動源は，各々の制

御棒駆動機構ごとに設ける水

圧制御ユニットのアキュムレ

ータの高圧窒素により加圧さ

れた駆動水を供給することで

制御棒を駆動する設計とする。 

⑨-1，⑨-2，⑨-3【36 条 16】 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

制御棒，冷却材（減速材及び反

射材をかねている。），原子炉圧

力容器，炉内構造物等で構成す

る。原子炉圧力容器の外側に

は，放射線遮蔽体を設ける。□4  

 

(1) 発電用原子炉の炉心 

(ⅰ) 構造 

ａ．炉心は，多数の燃料集合体

及び制御棒を正方格子に配列

した円柱状の構造である。□2 十

字形の制御棒は，４体の燃料集

合体によって囲まれる配置と

する。□3  

また，燃料集合体は炉心シュ

ラウド，上部格子板，炉心支持

板，燃料支持金具及び制御棒案

内管で構成する炉心支持構造

物で支持され，その荷重は原子

炉圧力容器に伝えられる。□4  

冷却材は，燃料集合体周囲の

チャンネル・ボックスが形成し

た冷却材流路を炉心下方から

上方向に流れる。□4  

これらの構造物は，通常運転

時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において

原子炉を安全に停止し，かつ炉

心の冷却を確保し得る構造と

する。□4  

 

(ⅱ) 燃料体の最大挿入量 

燃料集合体の体数560□2  

原子炉出力制御系は，反応度

制御系及びタービン制御系か

らなる。更に，反応度制御系は

制御棒及び制御棒駆動系並び

に再循環流量制御系からなる。

◇1 （①-1） 

発電用原子炉の出力制御は，

制御棒位置の調整及び再循環

流量の調整のいずれかによる

反応度制御により行う。再循環

流量の調整による出力制御は

流量に対して出力がほぼ比例

して変わる特性を利用するも

のであり，◇1 （①-1，②-1）再

循環流量の調整は，再循環ポン

プ駆動電動機の電源周波数を

変化させることにより再循環

ポンプ速度を変化させて行う。

この周波数の変化は再循環ポ

ンプＭＧセットによって行う。

流量調整による出力制御は，水

力学的安定性，あるいは流量対

出力の特性等から，実用上一定

の流量範囲内に抑えられるが，

◇4 （②-2）その範囲内では，発

電用原子炉の出力制御は，流量

調整で行うことが原則であり，

制御棒位置の調整は，主として

長時間の燃焼に伴う反応度補

償及び出力分布の調整のため

に行う。 

◇1 （①-1，②-1） 

原子炉出力を変えている間

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・設置変更許可と整合を図るた

め記載。 

・差異なし。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水

圧系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1引用元：P11 

⑨-2，⑨-3 引用元：P12 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

（うち，ウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料集合体は最大

228体装荷とする。）□5  

[以下ウラン・プルトニウム混

合酸化物を「ＭＯＸ」という。] 

□6  

 

炉心全ウラン量  

約97t（新型８×８燃料，新型

８×８ジルコニウムライナ燃

料）□5  

（以下特に断らない限り，新型

８×８燃料と新型８×８ジル

コニウムライナ燃料を総称し

て「新型８×８燃料」という。）

□6  

約96t（高燃焼度８×８燃料）□5  

約97t（９×９燃料（Ａ型））□2  

約96t（９×９燃料（Ｂ型））□2  

（以下特に断らない限り，９×

９燃料（Ａ型）と９×９燃料（Ｂ

型）を総称して「９×９燃料」

という。）□6  

 

炉心全ウラン・プルトニウム量  

約95t（９×９燃料及びＭＯＸ

燃料228体の場合）□5  

 

（以下特に断らない限り，新型

８×８燃料，高燃焼度８×８燃

料，９×９燃料を総称して「ウ

ラン燃料」という。）□6  

 

は，タービン制御系の圧力制御

装置が，原子炉圧力をあらかじ

め定めた値に保持するように

蒸気加減弁を調整するので，原

子炉蒸気発生量の変化分に相

当するだけタービン発電機の

出力が変化する。◇6  

 

(1) 反応度制御系 

ａ．制御棒及び制御棒駆動系 

反応度制御系における制御

棒及び制御棒駆動系は，出力制

御及び出力分布の調整機能を

もつ。出力制御は，制御棒位置

の変更により，また出力分布の

調整は制御棒位置のパターン

を調整することにより行う。 

◇1 （①-1） 

制御棒位置は，中央制御室か

ら手動で遠隔調整するが，操作

すべき制御棒は選択スイッチ

で選択する。◇3  

この場合，制御棒は，同時に

２本以上動かせないようなイ

ンターロックを設ける。 

◇7  

制御棒位置の手動調整は，操

作スイッチで制御棒駆動水圧

系の弁類を操作することによ

って行う。◇7  

通常の操作過程では，操作スイ

ッチの１回の操作ごとに，制御

棒は１ノッチずつ動くように
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

(ⅲ) 主要な核的制限値 

原子炉を安全かつ安定に制御

することを目的として，次のよ

うな核的制限値を設定する。 

ａ．最大過剰増倍率 

約0.14△k□2  

ｂ．反応度停止余裕 

最大反応度価値を有する制御

棒が１本未挿入の状態であっ

ても，他の制御棒によって常に

炉心を臨界未満にできる能力

を持つ設計とする。□1  (⑥-2) 

ｃ．制御棒の最大反応度価値 

臨界近接時の制御棒の最大反

応度価値は0.015△k以下（９×

９燃料が装荷されるまでのサ

イクル），0.013△k以下（９×

９燃料が装荷され，ＭＯＸ燃料

が装荷されるまでのサイクル）

又は0.010△k以下（ＭＯＸ燃料

が装荷されたサイクル以降）と

する。□2  

 

 

へ 計測制御系統施設の構造

及び設備 

(3) 制御設備 

 (ⅰ) 制御材の個数及び構造 

発電用原子炉の反応度制御

及び出力制御は，制御棒位置の

調整及び原子炉再循環流量の

調整によって行う。 

□1  (①-1) 

する。◇7  

また，制御棒連続操作スイッチ

と前述の引抜あるいは挿入用

の操作スイッチを同時に操作

することにより，連続的に制御

棒を動かすことも可能である。

◇7  

また，制御棒及び制御棒駆動

系は，原子炉停止（スクラム）

系としても使用する。（「6.1.2 

原子炉停止系」参照）◇1（⑤-2） 

 

ｂ．選択制御棒挿入機構 

制御棒は，目標とする出力及

び出力分布等を考慮して選択

される。 

なお，本機能の構成は多重

性，独立性を有し安全保護系と

同程度の信頼性を有する設計

とする。 

また，再循環ポンプが１台以

上トリップし，低炉心流量高出

力領域に入った場合にも，出力

を抑制し，安定性の余裕を増す

ために，あらかじめ選択された

制御棒を自動的に挿入させる。

◇3  

 

ｃ．再循環流量制御系 

再循環流量制御は，再循環ポ

ンプＭＧセットにより再循環

ポンプ駆動電動機の電源周波

数を調整することによって行
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茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

ａ．制御棒本数 137□2  

ｂ．中性子吸収材 ほう素（ボ

ロン・カーバイド粉末）□2 及び

ハフニウム□2  

ｃ．制御棒の構造 

制御棒は，十字形に組合せたス

テンレス鋼製のＵ字形シース

の中に中性子吸収材（ボロン・

カーバイド粉末を充てんした

ステンレス鋼管又はハフニウ

ム棒□2 ）を納めたもので，その

上端に制御棒フォロワがあり，

下端に制御棒落下速度リミッ

タがある。落下速度リミッタ

は，制御棒が万一落下した場合

でも，その落下速度を 0.95m/s

以下に制限するようにしてい

る。□2 各制御棒は４体の燃料集

合体の中央に，炉心全体にわた

って一様に配置する。⑨-1中性

子吸収材部分の長さは約 3.6m

である。□2  

 

(ⅱ) 制御材駆動設備の個数及

び構造 

制御材駆動設備（制御棒駆動

系）は，制御棒の位置を調整す

るために設ける。□1  (①-1) 

ａ．個数 137（制御棒駆動機構）

□2  

ｂ．構造 

制御棒駆動系は，制御棒駆動機

構，水圧制御ユニット，ポンプ

う。すなわち，出力変化の要求

信号が，手動あるいは負荷／速

度偏差信号として主制御器に

与えられる。主制御器からの出

力信号は速度制御器に入る。速

度制御器は，主制御器からの出

力信号と速度検出器からの信

号との偏差がなくなるまで，再

循環ポンプＭＧセットの流体

継手を通じて，再循環ポンプＭ

Ｇセットの発電機速度，すなわ

ち再循環ポンプ速度を変えて

いく。◇3 （②-2） 

タービン・トリップ又は発電

機負荷遮断時に再循環ポンプ

２台を同時にトリップする機

能を設ける。本機能により,タ

ービン・トリップ又は発電機負

荷遮断時には,主蒸気止め弁の

閉止又は蒸気加減弁の急速閉

止の信号により,再循環ポンプ

２台を同時にトリップし,ター

ビン・トリップ又は発電機負荷

遮断直後の原子炉出力を抑制

する。 

◇1 （②-3） 

第6.1.1－4図に再循環ポン

プ・トリップ機能説明図を示

す。◇5  

 

6.1.2 原子炉停止系 

〔その１－ＭＯＸ燃料が装荷

されるまでのサイクル〕 
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茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

等で構成する。 

制御棒駆動機構は，ラッチ付水

圧駆動ピストン式のものであ

り，各制御棒に独立して設け

る。この駆動は，ピストン上部

又は下部に駆動水を供給して

行う。通常駆動時の駆動源は，

ポンプにより加圧された駆動

水であり，スクラム時及び選択

制御棒挿入時の駆動源は，各々

の制御棒駆動機構ごとに設け

る水圧制御ユニットのアキュ

ムレータの高圧窒素により加

圧された駆動水である。 

ポンプは，各制御棒駆動機構及

び水圧制御ユニットに共用で

ある。 

⑨-2 

ｃ．取付箇所 

 原子炉圧力容器底部⑨-3 

ｄ．通常時駆動速度及びスクラ

ム時挿入時間 

１）通常時駆動速度 

 約 7.6cm/s□2  

２）スクラム時挿入時間 1.62

秒以下 

（全ストロークの 75％挿入ま

での時間，全制御棒についての

平均値，原子炉定格圧力におい

て）□2  

 

(ⅲ) 反応度制御能力 

ａ．反応度制御能力 

6.1.2.1 概要 

6.1.2.1.1 設備の構成 

原子炉停止系は制御棒及び制

御棒駆動系④-2，⑤-2並びにほ

う酸水注入系で構成する。 

制御棒及び制御棒駆動系は，制

御棒，制御棒駆動機構（以下「駆

動機構」という。），制御棒駆動

水圧系から構成され，制御棒駆

動水圧系は更に，制御棒駆動水

圧ポンプ，スクラム・ディスチ

ャージ・ボリューム，水圧制御

ユニット等で構成される。◇4  

(⑨-2) 

ほう酸水注入系は，ほう酸水貯

蔵タンク，ポンプ，テスト・タ

ンク，配管，弁等で構成される。

◇3  

第6.1.2－1図に制御棒駆動水

圧系の系統図を，第6.1.2－2図

にほう酸水注入系の系統図を

示す。◇5  

 

6.1.2.1.2 設備の機能 

原子炉停止系における制御棒

及び制御棒駆動系③-2は，原子

炉停止機能をもち，原子炉停止

は，制御棒を炉心に挿入③-4す

ることにより行う。 

制御棒及び制御棒駆動系は通

常の運転操作に必要な速度で

制御棒を炉心に挿入，引抜す

る。◇1  (①-1)また，緊急時に
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茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

約 0.18Δk□2  

ｂ．反応度停止余裕 

実効増倍率 １未満 

（制御棒が１本抜けていると

き）□2  

 

(4) 非常用制御設備 

(ⅰ) 制御材の個数及び構造 

非常用制御設備としてほう酸

水注入系を設ける。この系は，

手動でポンプを起動して，中性

子を吸収するほう素（五ほう酸

ナトリウム溶液）を原子炉圧力

容器に注入③-3し，発電用原子

炉を臨界未満にする。 

ａ．系統数 １□2  

ｂ．中性子吸収材 

ほう素（五ほう酸ナトリウム

溶液）□2  

(ⅱ) 主要な機器の個数及び構

造 

ポンプ□2  

台数 ２（うち１台は予備）□2  

容量 約10m3/h/台□2  

全揚程 約870m□2  

ほう酸水貯蔵タンク□2  

基数 １□2  

容量 約 20m3□2  

 

(ⅲ) 反応度制御能力 

ａ．定格出力運転中に引抜状態

にある全制御棒が挿入不能の

場合でも，炉心の実効増倍率を

は急速に制御棒を炉心内に挿

入して発電用原子炉を停止（以

下「スクラム」という。）する。 

◇1  (⑤-3) 

ほう酸水注入系は，制御棒の挿

入不能の場合に，発電用原子炉

に中性子吸収材を注入して負

の反応度を与えて発電用原子

炉を停止する。◇4  (③-3) 

 

 

6.1.2.2 設計方針 

6.1.2.2.1 安全上の設計方針 

(1) 独立性 

原子炉停止系は，高温状態から

燃料の許容設計限界を超える

ことなく炉心を臨界未満にで

き，かつ低温状態で臨界未満を

維持できる２つの異なった原

理の独立した系を有するよう

に設計する。◇4  (③-1) 

(2) 過渡時の未臨界性 

原子炉停止系の少なくとも１

つは運転時の異常な過渡変化

時において，燃料の許容設計限

界を超えることなく炉心を臨

界未満にでき，かつ臨界未満に

維持できるように設計する。◇4  

(③-1) 

(3) 設計基準事故時の未臨界

性 

原子炉停止系の少なくとも１

つは設計基準事故時に炉心を
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茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

低温で 0.95 未満にできる（Ｍ

ＯＸ燃料が装荷されるまでの

サイクル）。□2  

定格出力運転中に引抜状態

にある全制御棒が挿入不能の

場合でも，炉心の実効増倍率を

0.985 以下にできる（ＭＯＸ燃

料が装荷されたサイクル以

降）。□5  

ｂ ． 反 応 度 添 加 速 度    

0.001△k/min 以上□2  

 

(5) その他の主要な事項 

(ⅲ) 制御棒価値ミニマイザ 

起動・停止時における制御棒操

作の過程で，高い制御棒価値を

生じるような制御棒パターン

ができることを防止するため，

あらかじめ定められているシ

ーケンスを外れないよう,補助

装置として制御棒価値ミニマ

イザを設ける。□1  (⑦-9) 

 

(ⅳ) 原子炉再循環流量制御系 

原子炉再循環流量制御系は，

原子炉再循環ポンプの速度を

調整して原子炉再循環流量を

変えることにより，原子炉出力

を制御する。 

②-2 

 

(ⅷ) 選択制御棒挿入機構 

発電機負荷遮断時に，あらかじ

臨界未満にでき，かつ，臨界未

満に維持できるように設計す

る。 

◇4  (⑤-1) 

上記の設計方針を満たすもの

として制御棒及び制御棒駆動

系と，ほう酸水注入系がある

が，これらの系は各々次の方針

により設計する。 

 

(1) 制御棒及び制御棒駆動系 

ｈ．最大連続引抜速度 

制御棒の最大連続引抜速度は，

制御棒引抜シーケンス及び制

御棒価値ミニマイザによる制

御棒の最大反応度価値の制御

とあいまって，運転員が原子炉

出力を容易に制御できるよう

な値にする。◇1  (⑦-8，⑦-9) 

 

(2) ほう酸水注入系 

ａ．独立性 

ほう酸水注入系は，制御棒及び

制御棒駆動系とは完全に独立

した設計とする。 

◇4  (③-1) 

 

6.1.2.3 主要設備の仕様 

制御棒，制御棒駆動系及びほう

酸水注入系の主要仕様を第

6.1.2－1表，第6.1.2－2表及び

第6.1.2－3表に示す。◇5  
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茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

め選択された制御棒を挿入し

て投入反応度を抑制する選択

制御棒挿入機構を設ける。□2  

 

(ⅸ) 再循環ポンプ・トリップ

機能 

タービン・トリップ又は発電機

負荷遮断直後の原子炉出力を

抑制するため，主蒸気止め弁の

閉止又は蒸気加減弁急速閉止

の信号により，再循環ポンプ２

台を同時にトリップする機能

を設ける。②-3 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.4 主要設備 

6.1.2.4.1 制御棒及び制御棒

駆動系 

(1) 制御棒 

制御棒は，十字形に組み合わせ

たステンレス鋼製のＵ字形シ

ースの中に中性子吸収材を納

めたものである。従来型制御棒

（タイプ１）では中性子吸収材

としてボロン・カーバイド粉末

を充てんしたステンレス鋼管

を，また，新型制御棒（タイプ

２）では中性子吸収材としてハ

フニウム棒を使用する。ボロ

ン・カーバイド粉末は，理論密

度の約70％に振動充てんし，ま

た，ハフニウム棒は，純度95％

以上のものを使用する。137本

の制御棒は，第6.1.2－4図に示

すように，それぞれ４体の燃料

集合体の中央に約305mmのピッ

チで，炉心全体にわたって一様

に配置し，「3.3 核設計」に述

べる炉心特性とあいまって，炉

心の最大過剰反応度を十分制

御できるように設計する。◇4  

(⑨-1) 

制御棒の主要構造物は，２個の

上下端部構造物及び制御棒ブ

レード部から構成される。制御

棒，制御棒及び制御棒落下速度

リミッタ並びに制御棒カップ

リングの概略を第6.1.2－3図
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-16 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)，(2)，第6.1.2－5図(1)，

(2)及び第6.1.2－6図(1)，(2)

に示す。◇5  

制御棒のブレード部は，第

6.1.2－3図(1)，(2)に示すよう

に，ボロン・カーバイド粉末の

吸収材をステンレス鋼管に充

てんした中性子吸収棒あるい

はハフニウム棒をＵ字形のス

テンレス・シースで保持する構

造としている。なお，中性子吸

収棒はロッド全体にわたって

のボロン・カーバイド粉末の局

部ちゅう密化が起きないよう

に，ステンレス鋼球によって軸

方向に独立した部分に分け，こ

の鋼球が移動しないようにス

テンレス鋼管にディンプルを

打っている。◇3  

また，シースには一連の孔を開

け，冷却材が中性子吸収材の周

囲を循環し，ブレードの発生熱

を除去できるようにする。一

方，ブレード各部における発生

熱量や熱伝達状態の違いのた

め生じる温度差による熱的変

形の可能性に対しては，ブレー

ドとチャンネル・ボックス間に

適当なクリアランスをとり，予

想される変形を十分吸収でき

るようにする。◇3  

制御棒の運転寿命は，ボロン，

ハフニウム減損による核的制
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-17 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御効果の減少及びＢ10（ｎ，α）

Ｌｉ7反応によるヘリウム内圧

上昇の結果生じる機械的寿命

から決まってくる。 

制御棒価値ミニマイザで許容

する最大価値（0.015△k（９×

９燃料が装荷されるまでのサ

イクル）又は0.013△k（９×９

燃料が装荷されたサイクル以

降）)の制御棒が，何らかの原

因によって，カップリングから

離れ，炉心内に固着した状態か

ら自重によって落下するよう

な事故が起きても，落下速度を

抑え，反応度の急速な投入によ

る燃料ＵＯ2の最大エンタルピ

が設計上の制限値を超えない

ように，制御棒ブレードの下端

構造物に可動部分のない水力

学的な制御棒落下速度リミッ

タを取り付ける。これは第

6.1.2－5図(1)，(2)に示すよう

に制御棒案内管に適当なギャ

ップを持って上下動できるよ

うにしたかさ形のピストンで

あり，スクラム時の急速な制御

棒挿入に対して抵抗が小さく，

落下に対してのみ大きい抵抗

が生じる。この制御棒落下速度

リミッタは，制御棒の自由落下

速度を0.95m/s以下に制限す

る。 

⑦-3◇1  (⑦-1，⑦-2，⑦-4，
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-18 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-5，⑦-6) 

通常の制御棒引抜速度は，

76±15mm/sに設定する。◇3  

第6.1.2－1表に制御棒の主要

仕様を示す。◇5  

なお，新型制御棒（タイプ２）

の設計仕様は従来型制御棒（タ

イプ１）と基本的に同等として

おり，運転時の異常な過渡変化

の解析及び設計基準事故解析

は従来型制御棒に対する解析

により代表させることができ

る。◇3  

 

6.1.2.4.2 ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系は，制御棒の挿

入不能によって発電用原子炉

の低温停止ができない場合③

-5に，中性子吸収材を炉心底部

から注入して毎分0.001Δk以

上の負の反応度を与え，発電用

原子炉を徐々に低温停止する

能力をもっている。予備的計算

によれば，ほう酸水注入系は約

30分間で低温停止に必要な負

の反応度を投入する能力を有

している。◇3  

中性子吸収材としては，発電用

原子炉を定格出力運転状態か

ら0.05Δk以上の余裕をもって

低温停止し，この状態に維持す

ることができる濃度の五ほう

酸ナトリウム溶液を使用する。
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-19 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3  

ほう酸水注入系は，第6.1.2－2

図に示すように，ほう酸水貯蔵

タンク，ポンプ，テスト・タン

ク，配管，弁等で構成する。◇5  

五ほう酸ナトリウム溶液は，約

15℃以上の温度で貯蔵する。ポ

ンプは，並列に２台あるが，１

台は予備で多重性を備えてい

る。原子炉運転中でも，テス

ト・タンクを利用し，ほう酸水

注入系を定期的に試験するこ

とができる。◇3  

ほう酸水注入系の操作は，中央

制御室から遠隔手動で行う。必

要なとき確実に五ほう酸ナト

リウム溶液が注入できるよう

にポンプの吐出側に並列に２

個の弁を設ける。 

ほう酸水注入後，これを除去す

るためには，まず原子炉冷却系

をフラッシングし，最終的には

原子炉浄化系によって除去す

る。◇3  

ほう酸水注入系の主要仕様を

第6.1.2－3表に示す。◇5  

 

6.1.3 運転監視補助装置 

6.1.3.4 主要設備 

(3) 制御棒価値ミニマイザ

（ＲＷＭ） 

制御棒価値ミニマイザは，起

動・停止時における制御棒操作
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】 
 

 

様式－7（36条）-20 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

ｘｘ：補正時からの変更箇所 

 
実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

の過程で，誤って高い制御棒価

値を生じ得るような制御棒パ

ターンの形成を防止する補助

装置であり，これによって引き

抜く制御棒の最大反応度価値

を0.015△k以下（９×９燃料が

装荷されるまでのサイクル），

0.013△k以下（９×９燃料が装

荷され，ＭＯＸ燃料が装荷され

る ま で の サ イ ク ル ） 又 は

0.010△k以下（ＭＯＸ燃料が装

荷されたサイクル以降）となる

ように制限する。制御棒価値ミ

ニマイザによる制御棒パター

ン規制は，制御棒落下速度リミ

ッタの効果⑦-5とあいまって

制御棒落下の影響を十分小さ

く抑えることを目的としてい

る。 

◇1  (⑦-9) 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】  

 

様式－6 

様式－6（36条）-1 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 36条（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 基本設計方針で記載する事項 適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 反応度制御系統の施設 
技術基準規則の要求事項を受けている内容

を記載する。 
1項 － － 

② 

反応度制御系統の独立性及

び計画的な出力変化に伴う

制御能力 

技術基準規則の要求事項を受けている内容

を記載する。 
2項 － － 

③ 

原子炉停止系統の独立性及

び通常運転時，運転時の異

常な過渡変化時の高温状態

における停止能力 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 
3項 1号 1 － 

④ 

原子炉停止系統の通常運転

時，運転時の異常な過渡変

化時の低温状態における停

止能力 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 
3項 2号 2 － 

⑤ 

原子炉停止系統の原子炉冷

却材喪失及びその他の設計

基準事故時の停止能力 

技術基準規則の要求事項を受けている内容

を記載する。 
3項 3号 － － 

⑥ 

反応度価値の最も大きな制

御棒１本が固着した場合の

停止能力 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 

また，発電用原子炉を未臨界に保持できるこ

とを確認できない場合は停止することを保

安規定に定める旨も記載する。 

3項 4号 3 － 

⑦ 
制御棒の最大反応度価値及

び反応度添加率 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 

なお，制御棒操作を制御棒価値ミニマイザ又

は運用管理に従い実施し，保安規定に定める

旨も記載する。 

4項 4 － 

⑧ 

制御棒，液体制御材その他

の反応度を制御する設備の

物理的及び化学的性質 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を受

けている内容を記載する。 
5項 5 － 

⑨ 制御棒の構造 
設置許可との整合に鑑み，制御棒の構造につ

いて記載する。 
－ － － 
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】  

 

様式－6 

様式－6（36条）-2 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

□1  設置許可添八との重複記載 
設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八の記

載を採用するため記載しない。 
－ 

□2  仕様又は制御方式 要目表として整理するため記載しない。 － 

□3  炉心の構造に関する記載 構造図（原子炉本体）へ記載するため記載しない。 － 

□4  他条文に関する記載 
第23条に対する設計方針であり，第23条にて同趣旨の内容を整

理するため記載しない。 
－ 

□5  申請対象外 申請対象外のため記載しない。 － 

□6  
設置許可本文内での読み替

え 
設置許可本文内での読み替えに関する記載のため記載しない。 － 

３.設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

◇1  設置許可添八内の重複記載 
設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 

－ 

◇2  反応度制御系の出力調整に

関する記載 

「1.No.②」にて同趣旨の内容を包括して記載するため記載しな

い。 

－ 

◇3  設備の補足的な記載 設備の補足的な記載であるため記載しない。 － 

◇4  設置許可本文との重複記載 設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しない。 － 

◇5  文章，表又は図の呼込み 設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しない。 － 

◇6  他条文に関する記載 
第33 条に対する設計方針であり，第33 条にて同趣旨の内容を

整理するため記載しない。 

－ 

◇7  運用，手順 保安規定で対応するため記載しない。 － 

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

※ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

－ 熱出力計算書 

－ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

－ 機器の配置を明示した図面及び系統図 

－ 制御能力についての計算書 
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【第 36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統】  

 

様式－6 

様式－6（36条）-3 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

－ 構造図 

－ 
計測装置の構成に関する説明書，計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書 

－ 工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書 

－ 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 
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先行審査プラントの記載との比較表（計測制御系統施設の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

・・前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

第２章 個別項目 

1. 計測制御系統施設

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

発電用原子炉施設には，制御棒の挿入位置を調節すること

によって反応度を制御する制御棒及び制御棒駆動系，再循環

流量を調整することによって反応度を制御する原子炉再循環

流量制御系の独立した原理の異なる反応度制御系統を施設

し，計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく制御できる能力を有する設計とす

る。【36 条 1】 

通常運転時の高温状態において，独立した原子炉停止系統

である制御棒及び制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入

並びにほう酸水注入系による炉心へのほう酸注入は，それぞ

れ発電用原子炉を未臨界に移行でき，かつ，維持できる設計

とする。 

運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても，制御棒

及び制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入により，燃料

要素の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界

に移行でき，かつ，維持できる設計とする。【36 条 4】 

設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他の設計

基準事故時の評価において，制御棒及び制御棒駆動系は，原

子炉非常停止信号によって，水圧制御ユニットアキュムレー

タの圧力により制御棒を緊急挿入できる設計とするととも

に，制御棒が確実に挿入され，炉心を未臨界に移行でき，か

つ，それを維持できる設計とする。【36 条 7】 

制御棒及びほう酸水は，通常運転時における圧力，温度及

び放射線に起因する最も厳しい条件において，必要な耐放射

線性，寸法安定性，耐熱性，核性質，耐食性及び化学的安定

性を保持する設計とする。【36 条 15】 

1.2 制御棒及び制御棒駆動水圧系 

制御棒は，最大の反応度価値を持つ制御棒1本が完全に炉心

の外に引き抜かれていて，その他の制御棒が全挿入の場合，

高温状態及び低温状態において常に炉心を未臨界に移行でき

る設計とする。【36 条8】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

また，発電用原子炉の運転中に，完全に挿入されている制

御棒を除く，他のいずれかの制御棒が動作不能となった場合

は，動作可能な制御棒のうち最大反応度価値を有する制御棒1

本が完全に炉心の外に引き抜かれた状態でも，他のすべての

動作可能な制御棒により，高温状態及び低温状態において炉

心を未臨界に保持できることを評価確認し，確認できない場

合には，発電用原子炉を停止するように保安規定に定めて管

理する。【36 条9】 

反応度が大きく，かつ急激に投入される事象による影響を

小さくするため，制御棒の落下速度を設置（変更）許可を受

けた「制御棒落下」の評価で想定した落下速度以下に制御棒

落下速度リミッタの効果により制限することで，反応度添加

率を抑制する。【36 条 10】 

また，「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」の

評価で想定した制御棒引抜速度以下に制限することで，反応

度添加率を抑制するとともに，零出力ないし低出力において

は，運転員の制御棒引抜操作を制限する補助機能として，制

御棒価値ミニマイザを設けることで，引き抜く制御棒の最大

反応度価値を制限する。【36 条 11】 

さらに，中性子束高による原子炉非常停止信号を設ける設

計とする。【36 条 12】 

これらにより，想定される反応度投入事象発生時に燃料の

最大エンタルピや原子炉圧力の上昇を低く抑え，原子炉冷却

材圧力バウンダリを破損せず，かつ，炉心の冷却機能を損な

うような炉心，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造

物の破損を生じさせない設計とする。【36 条 13】 

なお，制御棒引抜手順については，保安規定に定めて管理

する。【36条 14】 

制御棒及び制御棒駆動系は，通常運転時及び運転時の異常

な過渡変化時における低温状態において，キセノン崩壊によ

る反応度添加及び高温状態から低温状態までの反応度添加を

制御し，低温状態で炉心を未臨界に移行して維持できる設計

とする。【36 条 6】 

制御棒は，十字形に組み合わせたステンレス鋼製のＵ字形

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【柏崎 7】 

 原子炉スクラム条件

の相違 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

シースの中に中性子吸収材を納めたものであり，各制御棒は4

体の燃料体の中央に，炉心全体にわたって一様に配置する設

計とする。 

制御捧の駆動は，ピストン上部又は下部に駆動水を供給す

ることにより，原子炉圧力容器底部から行う設計とする。 

通常駆動時は，駆動水ポンプにより加圧された駆動水で駆

動し，スクラム時及び選択制御棒挿入時の駆動源は，各々の

制御棒駆動機構ごとに設ける水圧制御ユニットのアキュムレ

ータの高圧窒素により加圧された駆動水を供給することで制

御棒を駆動する設計とする。【36 条 16】 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

原子炉再循環流量制御系は，原子炉再循環ポンプ速度を調

整することにより，原子炉出力を制御できる設計とする。【36

条 2】 

また，タービントリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉

出力を抑制するため，主蒸気止め弁閉止又は蒸気加減弁急速

閉止の信号により，原子炉再循環ポンプ2台が同時にトリップ

する機能を設ける設計とする。【36条3】 

1.4 ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系は，制御棒挿入による原子炉停止が不能に

なった場合，手動で中性子を吸収するほう酸水（五ほう酸ナ

トリウム溶液）を炉心に注入する設備であり，単独で定格出

力運転中の発電用原子炉を高温状態及び低温状態において十

分未臨界に維持できるだけの反応度効果を持つ設計とする。

【36 条 5】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・炉型の相違

【柏崎 7】 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機は，電源周

波数を調整することで，

流量制御を行っている 

・設備の相違

【柏崎 7】 

 設備構成の相違によ

るポンプ台数の相違 
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